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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成31年3月22日(2019.3.22)

【公開番号】特開2018-166267(P2018-166267A)
【公開日】平成30年10月25日(2018.10.25)
【年通号数】公開・登録公報2018-041
【出願番号】特願2017-62810(P2017-62810)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   1/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/04     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  27/62     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  27/50     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  21/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ    1/00     　　　Ｄ
   Ｈ０４Ｎ    1/12     　　　Ｚ
   Ｇ０３Ｂ   27/62     　　　　
   Ｇ０３Ｂ   27/50     　　　Ａ
   Ｇ０３Ｇ   21/16     １０４　

【手続補正書】
【提出日】平成31年2月7日(2019.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙上に形成された画像を所定の読取位置で読み取る読取部と、
　前記画像が形成された用紙を前記読取位置において搬送する搬送部と、
　前記搬送部を駆動する搬送駆動部と、
　前記搬送部及び前記搬送駆動部を保持する搬送筐体と、
　前記読取部及び前記搬送筐体を個別に支持する骨格と、
　を備え、
　前記搬送筐体は、前記骨格に設けられた搬送筐体固定部材により支持され、
　前記読取部は、前記骨格に支持されていることを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記骨格は、複数の柱と、隣接する前記柱を繋ぐ梁と、を有し、
　前記読取部は、前記梁に固定されていることを特徴とする請求項１に記載の画像読取装
置。
【請求項３】
　前記搬送筐体固定部材は、前記隣接する柱間の距離よりも短く形成され、前記梁よりも
剛性が低い部材で構成されていることを特徴とする請求項２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記搬送筐体固定部材は、弾性を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか一項
に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　前記搬送筐体固定部材は、板金部材であることを特徴とする請求項４に記載の画像読取
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装置。
【請求項６】
　前記搬送筐体固定部材は、前記搬送筐体の重量に基づく変位が１ｍｍ以下となるように
バネ定数が設定されていることを特徴とする請求項４又は５に記載の画像読取装置。
【請求項７】
　前記搬送筐体は、前記骨格に対して引き出し可能に構成されていることを特徴とする請
求項１～６のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項８】
　前記読取部は、前記骨格に対して引き出し可能に構成されていることを特徴とする請求
項１～７のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項９】
　画像データに基づく画像を形成する画像形成部と、
　前記画像形成部により用紙上に形成された画像を読み取る請求項１～８のいずれか一項
に記載の画像読取装置と、
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　請求項１に記載の発明は、上記目的を達成するためになされたものであり、
　用紙上に形成された画像を所定の読取位置で読み取る読取部と、
　前記画像が形成された用紙を前記読取位置において搬送する搬送部と、
　前記搬送部を駆動する搬送駆動部と、
　前記搬送部及び前記搬送駆動部を保持する搬送筐体と、
　前記読取部及び前記搬送筐体を個別に支持する骨格と、
　を備え、
　前記搬送筐体は、前記骨格に設けられた搬送筐体固定部材により支持され、
　前記読取部は、前記骨格に支持されていることを特徴とする。
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の画像読取装置において、
　前記骨格は、複数の柱と、隣接する前記柱を繋ぐ梁と、を有し、
　前記読取部は、前記梁に固定されていることを特徴とする。
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の画像読取装置において、
　前記搬送筐体固定部材は、前記隣接する柱間の距離よりも短く形成され、前記梁よりも
剛性が低い部材で構成されていることを特徴とする。
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の画像読取装置において
、
　前記搬送筐体固定部材は、弾性を有することを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の画像読取装置において、
　前記搬送筐体固定部材は、板金部材であることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
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【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、請求項４又は５に記載の画像読取装置において、
　前記搬送筐体固定部材は、前記搬送筐体の重量に基づく変位が１ｍｍ以下となるように
バネ定数が設定されていることを特徴とする。
　請求項７に記載の発明は、請求項１～６のいずれか一項に記載の画像読取装置において
、
　前記搬送筐体は、前記骨格に対して引き出し可能に構成されていることを特徴とする。
　請求項８に記載の発明は、請求項１～７のいずれか一項に記載の画像読取装置において
、
　前記読取部は、前記骨格に対して引き出し可能に構成されていることを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項９に記載の発明は、
　画像形成装置において、
　画像データに基づく画像を形成する画像形成部と、
　前記画像形成部により用紙上に形成された画像を読み取る請求項１～８のいずれか一項
に記載の画像読取装置と、
　を備えることを特徴とする。
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